
12 月 3 日～ 9 日は
「障害者週間」です

ご存じですか？こんな制度

問やすらぎ福祉課（金屋庁舎）

平
成
16
年
（
2
0
0
4
年
）
に
障
害

者
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
12
月
3
日
～
9

日
は
法
律
に
基
づ
い
て
「
障
害
者
週
間
」

と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
期
間
は
、

広
く
障
害
者
福
祉
に
つ
い
て
関
心
と
理
解

を
深
め
、
障
害
者
が
社
会
活
動
に
参
加
す

る
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で
す
。
障

害
が
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
そ
の
人
ら
し

さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
共
生
で
き
る
社
会

を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

●
有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳
に

割
引
資
格
証
明
を
受
け
、
料
金
所
で
提
示

す
る
こ
と
で
、
通
行
料
金
が
割
引
さ
れ
ま

す
。
Ｅ
Ｔ
Ｃ
を
利
用
す
る
場
合
は
、
Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ
ー
ド
と
車
載
機
を
登
録
す
る
こ
と
で

利
用
で
き
ま
す
。

・
対
象
者
／
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療

育
手
帳
を
お
持
ち
の
方
。
介
護
者
の
場

合
は
、
第
1
種
の
身
体
障
害
者
手
帳
ま

た
は
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方
。

●
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
割
引

障
害
者
の
方
が
い
る
世
帯
で
、
町
民
税

の
課
税
状
況
や
障
害
の
程
度
に
よ
り
、
全

額
免
除
ま
た
は
半
額
免
除
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

・
半
額
免
除
対
象
者
／
契
約
者
が
視
覚
・

聴
覚
障
害
者
ま
た
は
重
度
の
障
害
者
で

世
帯
主
の
方
。

・
全
額
免
除
対
象
者
／
世
帯
員
に
障
害
者

手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
お
り
、
世
帯
構

成
員
全
員
が
町
民
税
非
課
税
の
方
。

●
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券

町
内
在
住
の
重
度
身
体
障
害
者
に
対
し
、

社
会
参
加
と
福
祉
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、福
祉
タ
ク
シ
ー
券（
年
間
最
大
24
枚
）

を
交
付
し
て
い
ま
す
。
1
枚
で
タ
ク
シ
ー

の
基
本
料
金
相
当
額
を
助
成
し
ま
す
。

・
対
象
者
／
有
田
川
町
に
住
民
登
録
さ
れ

て
お
り
、
有
田
川
町
で
管
理
す
る
身
体
障

害
者
手
帳
1
・
2
級
、
療
育
手
帳
Ａ
1
・

Ａ
2
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
1
級
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
方
。

●
自
動
車
改
造
費
助
成

身
体
障
害
者
が
就
労
な
ど
社
会
活
動
へ

の
参
加
に
伴
い
、
自
動
車
を
改
造
す
る
場

合
、
そ
の
自
動
車
の
改
造
に
必
要
な
経
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
本
人
、
配
偶
者

お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
所
得
に
よ
っ
て
は

助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
対
象
者
／
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級

を
お
持
ち
で
、
ハ
ン
ド
ル
や
ア
ク
セ
ル

を
改
造
す
る
必
要
が
あ
る
方
。

・
助
成
額
／
上
限
10
万
円

●
自
動
車
操
作
訓
練
費
助
成

身
体
障
害
者
が
就
労
な
ど
社
会
活
動
へ

の
参
加
に
伴
い
、
自
動
車
運
転
免
許
証
を

取
得
す
る
場
合
、
取
得
に
要
す
る
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

・
対
象
者
／
身
体
障
害
者
手
帳
1
～
4
級

を
お
持
ち
で
、
就
労
な
ど
の
社
会
活
動

へ
参
加
す
る
方
。

・
助
成
額
／
免
許
取
得
に
要
す
る
費
用
の

3
分
の
2
（
上
限
10
万
円
）

●
重
度
身
体
障
害
者
住
宅
改
造
助
成

在
宅
の
重
度
身
体
障
害
者
に
対
し
、
ト

イ
レ
や
玄
関
な
ど
の
住
宅
改
造
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

・
対
象
者
／
肢
体
不
自
由
、
腎
臓
、
ま
た

は
視
覚
障
害
の
1
級
も
し
く
は
2
級
の

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、
町
民

税
所
得
割
額
が
46
万
円
未
満
で
あ
る
方
。

・
助
成
額
／
最
大
40
万
円
程
度

※
費
用
や
課
税
状
況
な
ど
に
応
じ
て
助
成

額
が
変
動
し
ま
す
。

●
障
害
者
施
設
通
所
交
通
費
助
成
金

町
内
外
の
障
害
者
施
設
ま
で
の
距
離
が

2
㎞
を
超
え
、
路
線
バ
ス
・
鉄
道
を
利
用

し
た
通
所
に
対
し
、
経
済
的
負
担
の
軽
減

と
障
害
者
福
祉
の
増
進
の
た
め
、
助
成
金

を
支
給
し
ま
す
。

障
害
の
あ
る
お
子
さ
ま
の
い
る

ご
家
族
へ

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

20
歳
未
満
で
身
体
や
知
的
ま
た
は
精
神

に
中
程
度
以
上
の
障
害
も
し
く
は
長
期
に

わ
た
る
安
静
を
必
要
と
す
る
病
状
に
あ
る

児
童
を
監
護
す
る
父
も
し
く
は
母
、
ま
た

は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
、
主

と
し
て
対
象
児
童
の
生
計
を
維
持
す
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
障
害
児
福
祉
手
当

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障
害
を
有

す
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の

介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
在
宅
の

20
歳
未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
障
害
児
通
所
施
設
遠
距
離
通
所
補
助
金

制
度

町
内
外
の
障
害
児
通
所
施
設
ま
で
の
距

離
が
4
㎞
以
上
の
通
所
に
対
し
、
保
護
者

の
負
担
の
軽
減
と
児
童
の
療
育
の
場
の
確

保
の
た
め
、
補
助
金
を
支
給
し
ま
す
。

障
害
児
者
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク

有
田
川
町
で
は
、
障
害
の
あ
る
方
が
利

用
で
き
る
制
度
な
ど
を
ま
と
め
た
「
障
害

児
者
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
」
を
配
布
し
て
い

ま
す
。

●
配
布
場
所
／
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋

庁
舎
）・
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
清
水

行
政
局
住
民
福
祉
室
・
各
出
張
所
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